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監修のことば─「個情法 3.0」のその先へ

　個人情報保護法は、データの専門家にとっても、一般の法律家にとっても、
わかりにくい特殊な法律である。
　個人情報保護法は、公的部門（行政機関、地方公共団体等）はもちろん、すべ
ての事業者がおよそ「個人情報」を取り扱う限りは規律の対象とする。そし
て、個人に関する情報を、事業者がどのような形態で保有・利用するか（民間
部門であれば、個人情報─個人データ─保有個人データ）によって、規制の内容が
変わる。その代表的なものは、個人データの第三者提供には原則として本人の
同意が必要であるという規制である。同法の定める規制に違反した場合には、
個人情報保護委員会による監視・監督の対象となる。
　その反面で、個人のプライバシーの保護ないし自己情報コントロール権の実
現を目指して、同法の規制が首尾一貫しているわけでもない。そもそも同法の
目的には、プライバシーが正面から掲げられておらず、また、本人による事業
者への開示請求等が認められるのは、保有個人データを対象として、法定の事
由がある場合に限られる。むしろ、事業者は利用目的を特定すれば、原則とし
てその目的の範囲内で個人情報を取り扱うことができる。
　このような個人情報保護法の規制は、見方によっては、民間部門のビジネス
や公的部門の正当な行政活動に対する過剰な制約のようにも映るし、逆に個人
の利益保護に必ずしも十分ではないように感じられる場面も出てくる。これ
は、原則として情報の内容・性質やその利用のもたらす実体的なリスクではな
く、個人に関する情報の取扱い一般に関する権限を、個人と民間部門・公的部
門の間で段階的に分配するというグランドデザインに立脚していることの、宿
命でもあろう。
　デジタル社会は、データ駆動型社会である。IT・ICT の進展、ビッグデー
タ、そして AI の普及といったテクノロジーやビジネスの急激な変化に対応し
て、データの保護と利活用のバランスを適切に実現すべく、個人情報を取り扱
うあらゆる主体が、適切な個人情報保護法の運用を探らなければならない。デ
ジタル社会における個人や企業の活動がグローバルな側面をもつことからすれ
ば、国際的な制度の動向に調和し、かつ、現実に執行可能なものとなるよう、
法の内容そのものを不断に見直すことも求められている。
　2003 年の個人情報保護法の制定を「個情法 1.0」とすれば、民間部門の監督
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権限を個人情報保護委員会に集約し、個人識別符号・要配慮個人情報・匿名加
工情報等の新たな規律を設けた 2015 年の改正は「個情法 2.0」と、そしてその
施行の経験を踏まえて仮名加工情報等の規律を加えた 2020 年の改正は、「個情
法 2.1」と、それぞれ呼ぶことができる。そして、新型コロナウイルス感染症
の経験を踏まえて公的部門と民間部門の縦割りの法制を一元化し、国と地方の
ルールを共通化した 2021 年の改正は、「個情法 3.0」と呼ぶことができよう。
　2024 年 5 月現在、2020 年改正法施行後のいわゆる「3 年ごと見直し」の作
業が本格化しているが、個人情報保護委員会が挙げた論点案や検討の進め方に
対しては、経済界や識者から様々な議論が提起されているところでもある。し
かし、現行法の内容とその運用を正しく理解した上で、法制度や行政・司法の
あり方一般と関連づけつつ、データの取扱いに関するビジネス等の実務に関す
る規制の影響やその限界を的確に把握しなければ、もはや個人情報保護法のあ
り方を論じることは不可能になっている。
　本書は、個人情報保護法の制度と実務に通暁した弁護士グループによる本格
的な解説書である。政令・規則・ガイドラインの詳細はもちろん、個人情報保
護委員会による行政指導等の事例も素材として、最新の知見に基づき、制度の
趣旨・内容やその運用を正確かつ詳細に紹介するだけでなく、具体的な解釈上
の論点を発見・分析し、さらには望ましい規制のあり方にまで踏み込んで検討
を行っている点で、本書は類を見ないものと評することができよう。
　本書の元になった NBL 誌上での連載に当たって、筆者は毎回、素稿を用意
した本書の執筆者と 2 時間前後、ディスカッションの機会を持った。憲法の研
究を本業とする筆者にとって、企業によるデータ活用の最前線、そして規制当
局の目指す方向や悩みの一端に触れながら、同時に自分よりも若く優秀な法曹
と、個人情報保護法の様々な論点について、対等な立場で徹底的に議論するの
は、ただただ有益な貴重な機会であったことを、この場で告白しておきたい。
連載の内容が改めて体系的に整理されるとともに、最新の状況が加筆された本
書のドラフトに目を通して、個人情報保護法がいよいよ本格的な解釈論の対象
となった時代が到来したことを、研究者として痛感させられた。解釈論を意識
しない立法論は空虚であり、立法の可能性を検討しない解釈論は自らそれと知
らず限界を引くことになるが、本書は今後の法令やガイドラインの見直しにと
って、第一級の基礎文献でもある。
　本書が、法律家、それぞれの組織で個人情報に関するコンプライアンスに責
任を有する人々はもちろん、広くデータガバナンスに関わる人々や研究者に広
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く読まれることを期待して止まない。

　2024 年 5 月

東京大学教授　宍戸　常寿　
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はしがき

　本書は、「個人情報の保護に関する法律」（個情法）をめぐる実務と立案に弁
護士として深く関与してきた筆者らが、実務対応の最前線において議論されて
いる様々な論点を幅広く紹介し、理論面での整理にも可能な限り言及しつつ、
個情法の解釈を網羅することを試みた本格的な体系書である。
　個情法は、2003 年に成立してから既に早くも 20 年以上が経過したが、これ
までの社会的、技術的な変化に対応して 2015 年、2020 年、2021 年に主な改正
を経てきたほか、様々な解釈上の工夫も積み重ねられてきた。個人情報保護・
プライバシーをめぐる法律と実務は、国内外において激動の最中にあり、海外
では幅広い地域で様々なデータ保護法が制定され、グローバルなデータコンプ
ライアンス実務においてめまぐるしい地殻変動が起きているほか、国内でも、
形式的な法律の遵守にとどまらず、透明性、公正性、アカウンタビリティなど
を核とするプライバシーガバナンスの考え方も徐々に根付きつつある。
　このような背景の下、近年、個情法の解釈や運用をめぐる議論は、急速に複
雑化・高度化してきた印象がある。しかし、このように複雑で多岐に亘る論点
を、理論と実務の両面から精緻に深掘りし、バランスよく体系的に解説した文
献は乏しいのが実情である。当局から公表されているガイドライン（GL）や
Q&A は一見すると情報量が充実しているようにみえる一方で、実務上悩まし
いセーフとアウトの境界線上の事例についての手掛かりは少なく、当局が結論
を示すに至った議論・思考過程の紆余曲折が表に出ることもほとんどない。ま
た、巷には個情法の解説書も溢れているが、単に GL や Q&A の記載を再構
成・補足した程度の情報や、当局の見解とは離れた独自の見解を述べるもの、
木を見て森を見ずの断片的分析など、その内容は玉石混交である。そのため、
企業の実務担当者や法曹実務家が実際の案件で直面する課題を、当局の思考様
式もふまえつつフレキシブルに解決するというニーズに正面から応えられてい
る文献は、驚くほど少ない。
　筆者らは、そのような問題意識に基づき、2021 年 10 月から 2023 年 7 月に
かけて、「個人情報保護をめぐる実務対応の最前線」（NBL）と題した全 16 回
の長期連載を行い、有難いことに多くの読者から高い評価を得ることができ
た。本書はこれと同様のコンセプトを踏襲しつつ、NBL 連載ではカバーしき
れなかった多数の論点を加筆し、直近の法改正等に基づくアップデートも拡充
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した上で大幅にバージョンアップしたものである。
　すなわち、本書では、単なる個情法の条文や GL、Q&A 等の解説に留まら
ず、仮想事例をふんだんに盛り込み、実務家目線での踏み込んだプラクティスの
解説を心掛けている。本書の執筆に参加している北山昇、小川智史、松本亮孝
弁護士はいずれも個人情報保護委員会事務局での勤務を通じて実務と立案の双
方に深く関与しており、彼らの深い経験が本書の重要なバックボーンとなって
いる。本書のような意欲的なプロジェクトを少人数のメンバーで完遂すること
は非常に難儀な作業であったが、結果として、少数精鋭を貫いたことが、全編
を通じた高いクオリティと一貫性の維持を可能にしたと考えている。
　さらに、個情法の条文や解釈は、今後も時代のニーズや国際的動向に応じて
不断に検証し、必要があれば従来の実務や伝統的な解釈・規定を変更すること
も視野に入れた柔軟さが求められている。折しも個情法の 2025 年改正に向け
たいわゆる「3 年ごと見直し」の検討が現在進行形で進む中で、法のあるべき
原点に立ち返って、従来積み上げられてきた解釈を再検証する必要性に思いを
致すことは少なくない。そのため、NBL 連載当初の段階より、東京大学の
宍戸常寿教授から貴重なお時間を頂戴し、ディスカッションを通じ、実務家で
は見落としがちな俯瞰的な視点も含め、第一線の研究者としてのお立場からさ
まざまなご示唆を頂くことができた。そのような研究者と実務家の対話の成果
としてのディスカッションの要旨を、本書の末尾に掲載している。もとより本
書の文責は筆者ら（岡田、北山、小川、松本）にあることは言うまでもないが、
宍戸教授には、本書の監修者としての役割をお引き受け下さり、いつも私達と
の議論に辛抱強くお付き合いいただくとともに、数えきれないほど貴重なコメ
ントをお寄せ下さったことに、改めて御礼申し上げたい。
　本書が、理論と実務の両面を深く追求するという観点から、入門者や初学者
の読者にとってはやや難解な記述が少なからず含まれているかもしれない。し
かし、個情法についての最低限の知識を身につけたものの、もう少し本格的に
学びを深めてみたい読者の皆様のほか、明確な答えのない日々の難題に取り組
む中で、他の文献等を読んでも手掛かりを得られなかった法務担当者や弁護
士、研究者の皆様におかれては、是非とも本書を手に取って、その答えを探し
てみていただきたい。本書が、皆様にとっての頼れる道標として、他の類書に
はない解答やヒントを提供できているであろうことを、私達としては自負して
いるからである。
　最後に、本書の執筆にあたっては、株式会社商事法務の櫨元ちづる氏に、校
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正その他について多大なご尽力をいただいた。いつも直前まで私達からの無理
難題に辛抱強くおつきあいいただいたことに、この場をお借りして厚くお礼を
申し上げる次第である。

　2024 年 5 月

執筆者を代表して　　　
森・濱田松本法律事務所

弁護士　岡田　淳　
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